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＜概 要＞ 

1．において，設計基準対象施設の設置許可基準規則，技術基準規則の追加

要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所における

適合性を示す。 

 

2．において，設計基準対象施設について，追加要求事項に適合するために

必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 

 

 3．において，追加要求事項に適合するための運用，手順等を抽出し，必要

となる運用対策等を整理する。 
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1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第 6 条及

び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確化する。（第 1.1－1

表）
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1.2 追加要求事項に対する適合性（手順等含む） 

(1) 位置，構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

ａ．設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災

及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに

遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及

びその結果として施設で生じ得る環境条件においても安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水について

は，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当

該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生じる応力について，それぞれの因果関係及び時間的変化

を考慮して適切に組み合わせる。 

また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定され

る飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突又は電磁的障害により発電用原子炉施設の

安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわ

ない設計とする。 
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なお，発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象の

うち，飛来物（航空機落下）については，確率的要因により設計

上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地的要

因により考慮する必要はない。 

自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものの組合せについては，地震，津波，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災等を考慮する。事象が単独で発生した場合の影

響と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される組

合せを特定し，その組合せの影響に対しても安全機能を損なわな

い設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要

な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含める。 

 

(a-7) 火山 

安全施設は，発電所の運用期間中において発電所の安全機

能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 50cm，粒

径 8.0mm 以下，密度 0.3g／cm３（乾燥状態） 1.5g／cm３（湿

潤状態）の降下火砕物に対し，以下のような設計とすること

により降下火砕物による直接的影響に対して機能維持するこ
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と若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復

等の対応又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全

機能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とする

こと 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とする

こと 

・換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉

塞）に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計

測制御系に対する機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにく

い設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐

食）並びに換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的

影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とす

ること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火

砕物が侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とする

こと 

・電気系及び計装制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り

込む機構を有する計装制御設備（安全保護系）の設置場所

の換気空調設備は降下火砕物が侵入しにくい設計とするこ

と 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火
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砕物の除去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取

替え若しくは清掃又は換気空調設備の停止若しくは閉回路

循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とする。 

さらに，降下火砕物による間接的影響である 7 日間の外部電源

喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，

発電所の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続で

きることにより安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１：(3.2：1-6)】 
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(2) 安全設計方針 

1.7.7 火山防護に関する基本方針 

1.7.7.1 設計方針 

(1) 火山事象に対する施設の基本方針 

安全施設は，火山事象に対して，発電用原子炉施設の安全性を確保する

ために必要な機能（以下「安全機能」という。）を損なわない設計とする。

このため，「添付書類六 7 火山」で評価し抽出された発電所に影響を及

ぼし得る火山事象である降下火砕物に対して，対策を行い，建屋による防

護，構造健全性の維持，代替設備の確保等によって，安全機能を損なわな

い設計とする。 

降下火砕物によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構

築物，系統及び機器とする。 

降下火砕物によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要

がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，建屋による防護又は構造健

全性の維持等により安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１：(3.2：1-6)】 

 

(2) 降下火砕物の設計条件 

ａ．設計条件の検討・設定 

発電所の敷地において考慮する火山事象は，「添付書類六 7 火山」

に示すとおり降下火砕物のみである。 

降下火砕物の層厚は，降下火砕物の分布状況，シミュレーション及び

分布事例による検討結果から総合的に判断し，保守的に 50cm と設定す

る。なお，鉛直荷重については，湿潤状態の降下火砕物に，建築基準法
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の考え方に基づいた東海村における平均的な積雪量を踏まえて設定する。 

粒径及び密度については，文献調査及び地質調査の結果を踏まえ，粒

径 8.0mm 以下，密度 0.3g／cm３（乾燥状態）～1.5g／cm３（湿潤状態）

と設定する。 

【別添資料１：(3.1：1-5)】 

 

(3) 評価対象施設等の抽出 

外部事象防護対象施設等のうち，屋内設備は外殻となる建屋により防護

する設計とし，評価対象施設を，建屋，屋外に設置されている施設，降下

火砕物を含む海水の流路となる施設，降下火砕物を含む空気の流路となる

施設，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施

設に分類し抽出する。また，評価対象施設及び外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼし得る施設を評価対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降下火砕物により損傷した

場合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

ａ．建屋 

  ・原子炉建屋 

  ・タービン建屋 

  ・使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・排気筒モニタ建屋 

ｂ．屋外に設置されている施設 

・残留熱除去系海水ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ」とい
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う。） 

・残留熱除去系海水ストレーナ 

・非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以下「非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレ

ーナ」という。） 

・非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機吸気フィルタ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタ」とい

う。） 

・中央制御室換気系冷凍機 

・非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン（以下「非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ル

ーフベントファン」という。） 

・排気筒 

・非常用ガス処理系排気配管 

・排気筒モニタ 

ｃ．降下火砕物を含む海水の流路となる施設 

・残留熱除去系海水ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ポンプ 

・残留熱除去系海水ストレーナ及び下流設備 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ストレーナ及び下流設備 
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ｄ．降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

・非常用ディーゼル発電機機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機機関（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）機関」という。） 

・換気空調設備（外気取入口）のうち中央制御室換気系 

・換気空調設備（外気取入口）のうち非常用ディーゼル発電機室換気

系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室換気系 

・排気筒 

・非常用ガス処理系排気配管 

・排気筒モニタ 

ｅ．外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設 

・計装制御設備（安全保護系） 

ｆ．降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上位の

安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の施設 

・非常用ディーゼル発電機排気消音器及び排気管，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機排気消音器及び排気管（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器及び排気管」という。） 

・海水取水設備（除塵装置） 

・換気空調設備（外気取入口） 

上記により抽出した評価対象施設等を第 1.7.7－1 表に示す。 

【別添資料１：(3.3：1-6 18)】 

 

(4) 降下火砕物による影響の選定 

降下火砕物の特徴及び評価対象施設等の構造や設置状況等を考慮して，
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降下火砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）とそれ以外

の影響（以下「間接的影響」という。）を選定する。 

ａ．降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果より，降下火砕物は以下の特徴を有する。 

(a) 火山ガラス片，鉱物結晶片から成る(1)。ただし，火山ガラス片は砂

よりもろく硬度は低く(2)，主要な鉱物結晶片の硬度は砂同等又はそれ

以下である(3) (4)。 

(b) 硫酸等を含む腐食性のガス（以下「腐食性ガス」という。）が付

着している(1)。ただし，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食を

生じさせることはない(5)。 

(c) 水に濡れると導電性を生じる(1)。 

(d) 湿った降下火砕物は乾燥すると固結する(1)。 

(e) 降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり，一般的な砂に比べ低い(1)。 

【別添資料１：(3.4.1：1-19)】 

 

ｂ．直接的影響 

降下火砕物の特徴から直接的影響の要因となる荷重，閉塞，摩耗，腐

食，大気汚染，水質汚染及び絶縁低下を抽出し，評価対象施設等の構造

や設置状況等を考慮して直接的な影響因子を以下のとおり選定する。 

(a) 荷重 

「荷重」について考慮すべき影響因子は，建屋及び屋外設備の上に

堆積し静的な負荷を与える「構造物への静的負荷」及び建屋及び屋外

設備に対し降灰時に衝撃を与える「粒子の衝突」である。 

評価に当たっては以下の荷重の組合せを考慮する。 

ⅰ) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重 
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評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷

重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。 

ⅱ) 設計基準事故時荷重 

外部事象防護対象施設は，降下火砕物によって安全機能を損なわ

ない設計とするため，設計基準事故とは独立事象である。 

また，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じる屋外設

備としては，残留熱除去系海水ポンプ及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプが

考えられるが，設計基準事故時においても，通常運転時の系統内圧

力及び温度と変わらず，機械的荷重が変化することはないため，設

計基準事故時荷重と降下火砕物との組合せは考慮しない。 

ⅲ) その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組合せ 

降下火砕物と組合せを考慮すべき火山以外の自然現象は，荷重の

影響において風（台風）及び積雪であり，降下火砕物との荷重と適

切に組み合わせる。 

(b) 閉塞 

「閉塞」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が

流路の狭隘部等を閉塞させる「水循環系の閉塞」並びに降下火砕物を

含む空気が機器の狭隘部や換気系の流路を閉塞させる「換気系，電気

系及び計装制御系の機械的影響（閉塞）」である。 

(c) 摩耗 

「摩耗」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が

流路に接触することにより配管等を摩耗させる「水循環系の内部にお

ける摩耗」及び降下火砕物を含む空気が動的機器の摺動部に侵入し摩

耗させる「換気系，電気系及び計装制御系の機械的影響（摩耗）」で
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ある。 

(d) 腐食 

「腐食」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物に付着した腐

食性ガスにより建屋及び屋外施設の外面を腐食させる「構造物への化

学的影響（腐食）」，換気系，電気系及び計装制御系において降下火

砕物を含む空気の流路を腐食させる「換気系，電気系及び計装制御系

に対する化学的影響（腐食）」及び海水に溶出した腐食性成分により

海水管等を腐食させる「水循環系の化学的影響（腐食）」である。 

(e) 大気汚染 

「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物により汚

染された発電所周辺の大気が運転員の常駐する中央制御室内に侵入す

ることによる居住性の劣化及び降下火砕物の除去，屋外設備の点検等，

屋外における作業環境を劣化させる「発電所周辺の大気汚染」である。 

(f) 水質汚染 

「水質汚染」については，給水等に使用する工業用水に降下火砕物

が混入することによる汚染が考えられるが，発電所では給水処理設備

により水処理した給水を使用しており，降下火砕物の影響を受けた工

業用水を直接給水として使用しないこと，また水質管理を行っている

ことから，安全施設の安全機能には影響しない。 

(g) 絶縁低下 

「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，湿った降下火砕物が，

電気系及び計装制御系絶縁部に導電性を生じさせることによる「盤の

絶縁低下」である。 

【別添資料１：(3.4.2：1-19 21)】 
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ｃ．間接的影響 

(a) 外部電源喪失及びアクセス制限 

降下火砕物によって発電所に間接的な影響を及ぼす因子は，湿った

降下火砕物が送電線の碍子，開閉所等の充電露出部等に付着し絶縁低

下を生じさせることによる広範囲にわたる送電網の損傷に伴う「外部

電源喪失」及び降下火砕物が道路に堆積することによる交通の途絶に

伴う「アクセス制限」である。 

【別添資料１：(3.4.3：1-21)】 

 

(5) 降下火砕物の直接的影響に対する設計 

直接的影響については，評価対象施設等の構造や設置状況等（形状，機

能，外気吸入及び海水通水の有無）を考慮し，想定される各影響因子に対

して，影響を受ける各評価対象施設等が安全機能を損なわない以下の設計

とする。 

評価対象施設等のうち排気筒モニタについては，放射性気体廃棄物処理

施設の破損の検出手段として期待している。外部事象を起因として放射性

気体廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事象としての重

畳の可能性を考慮し，排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期間に補

修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

 

ａ．降下火砕物による荷重に対する設計 

(a) 構造物への静的負荷 

評価対象施設等のうち，構造物への静的負荷を考慮すべき施設は，

降下火砕物が堆積する以下の施設である。 

・建屋 
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  原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除

去系海水ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気フィルタ，中央制御室換気系冷凍機，非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン 

・降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上

位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の

施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）排気消音器及び排気管 

当該施設の許容荷重が，降下火砕物による荷重に対して安全裕度を

有することにより，構造健全性を失わず安全機能を損なわない設計と

する。若しくは，降下火砕物が堆積しにくい又は直接堆積しない構造

とすることで，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

評価対象施設の建屋においては，建築基準法における一般地域の積

雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の除去を適切に行うことから，

降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。また，降下火

砕物による荷重と他の荷重を組合せた状態に対する許容限界は次のと

おりとする。 
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・原子炉建屋原子炉棟 

原子炉建屋に要求されている気密性及び遮蔽性並びに構造強度を

担保する屋根スラブは，建築基準法の短期許容応力度を許容限界と

する。また，屋根スラブと共に建屋の構造強度を担保する主トラス

は，終局耐力に対して妥当な安全余裕を有する許容限界とする。 

・原子炉建屋付属棟，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

屋根スラブの落下によって内包する安全重要度分類のクラス１及

びクラス２に属する構築物，系統及び機器が損傷することを防止す

るため，屋根スラブは部材の終局耐力を許容限界とする。また，複

数部材で構成されている主トラスの崩壊によって内包する安全重要

度分類のクラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器が損

傷することを防止するため，主トラスは構造物全体として崩壊機構

が形成されないことを許容限界とする。 

建屋を除く評価対象施設等においては，許容応力を「原子力発電所

耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会）」に準拠する。 

【別添資料１：(3.6.1：1-22 24)】 

 

(b) 粒子の衝突 

評価対象施設等のうち，建屋及び屋外設備は，「粒子の衝突」に対

して，「1.7.2 竜巻に防護に関する基本方針」に基づく設計によって，

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。  

【別添資料１：(3.6.2：1-24)】 

 

ｂ．降下火砕物による荷重以外に対する設計 

降下火砕物による荷重以外の影響は，構造物への化学的影響（腐食），
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水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食），電気系及

び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響（腐食）等に

より安全機能を損なわない設計とする。 

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計については，「ｃ．

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計」に示す。 

(a) 構造物への化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，構造物への化学的影響（腐食）を考慮すべ

き施設は，降下火砕物の直接的な付着による影響が考えられる以下の

施設である。 

・建屋 

  原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除

去系海水ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気フィルタ，中央制御室換気系冷凍機，非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン，排気筒，非常用ガス処理系排気配管 

・降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上

位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の

施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）排気消音器及び排気管 
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金属腐食研究の結果より，降下火砕物に含まれる腐食性ガスによっ

て直ちに金属腐食を生じないが，外装の塗装等によって短期での腐食

により，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

なお，降灰後の長期的な腐食の影響については，日常保守管理等によ

り，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

【別添資料１：(3.6.2：1-24 25)】 

 

(b) 水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化

学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，以下の施設である。 

・降下火砕物を含む海水の流路となる施設 

残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除

去系海水ストレーナ及び下流設備，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ

及び下流設備 

・降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上

位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の

施設 

海水取水設備（除塵装置） 

降下火砕物は粘土質ではないことから水中で固まり閉塞することは

ないが，当該施設については，降下火砕物の粒径に対し十分な流路幅

を設けることにより，海水の流路となる施設が閉塞しない設計とする。 

内部における摩耗については，主要な降下火砕物は砂と同等又は砂

より硬度が低くもろいことから，摩耗による影響は小さい。また当該
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施設については，定期的な内部点検及び日常保守管理により，状況に

応じて補修が可能であり，摩耗により外部事象防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下火

砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使用

や塗装の実施等によって，外部事象防護対象施設の腐食により安全機

能を損なわない設計とする。なお，長期的な腐食の影響については，

日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

【別添資料１：(3.6.2：1-25 26)】 

 

(c) 電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影

響（腐食） 

評価対象施設等のうち，電気系及び計装制御系に対する機械的影響

（閉塞）及び化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，以下の施設で

ある。 

・屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水ポンプモータ，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプモータ 

機械的影響（閉塞）については，残留熱除去系海水ポンプモータ，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ポンプモータ本体は外気と遮断された全閉構造，

空気冷却器の冷却管内径及び冷却流路は降下火砕物粒径以上の幅

を設ける構造とすることにより，機械的影響（閉塞）により外部

事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下
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火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使

用や塗装の実施等によって，腐食により外部事象防護対象施設の安全

機能を損なうことのない設計とする。なお，長期的な腐食の影響につ

いては，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とす

る。 

【別添資料１：(3.6.2：1-26 27)】 

 

(d) 絶縁低下及び化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，絶縁低下及び化学的影響（腐食）を考慮す

べき施設は，以下の施設である。 

・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する

施設 

計装制御設備（安全保護系） 

当該機器の設置場所は中央制御室換気系にて空調管理されており，

本換気空調系の外気取入口にはバグフィルタを設置していることから，

仮に室内に侵入した場合でも降下火砕物は微量であり，粒径は極めて

細かな粒子である。 

また，本換気空調系については，外気取入ダンパを閉止し閉回路循

環運転を行うことにより侵入を阻止することも可能である。 

バグフィルタの設置により降下火砕物の侵入に対する高い防護性能

を有すること，また外気取入ダンパの閉止による侵入防止が可能な設

計とすることにより，降下火砕物の付着に伴う絶縁低下及び化学的影

響（腐食）による影響を防止し，外部事象防護対象施設である計装制

御設備（安全保護系）の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１：(3.6.2：1-27 28)】 
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ｃ．外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計 

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対して，以下のとおり安全機能

を損なわない設計とする。 

(a) 機械的影響（閉塞） 

評価対象施設等のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による

機械的影響（閉塞）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む空気の流

路となる以下の施設である。 

・降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）機関，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタ，換気空調設備（外

気取入口），排気筒，非常用ガス処理系排気配管 

各施設の構造上の対応として，ディーゼル発電機吸気フィルタの外

気取入口は開口部を下向きの構造とすることにより，降下火砕物が流

路に侵入しにくい設計とする。 

排気筒は，降下火砕物が侵入した場合でも，排気筒の構造から排気

流路が閉塞しない設計とする。非常用ガス処理系排気配管は，降下火

砕物の侵入防止を目的とする構造物を取り付けることにより，降下火

砕物の影響に対して機能を損なわない設計とする。 

また，外気を取り入れる換気空調設備（外気取入口）及びディーゼ

ル発電機の吸気にそれぞれフィルタを設置することにより，フィルタ

メッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，さら

に降下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替又は清掃が可能な構

造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 
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ディーゼル発電機機関は，フィルタを通過した小さな粒径の降下火

砕物が侵入した場合でも，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

【別添資料１：(3.6.3：1-28 29)】 

 

(b) 機械的影響（摩耗） 

評価対象施設等のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による

機械的影響（摩耗）を考慮すべき施設は，以下の施設である。 

・降下火砕物を含む空気の流路となる施設のうち摺動部を有する施

設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）機関 

主要な降下火砕物は砂と同等又は砂より硬度が低くもろいことから，

摩耗の影響は小さい。 

構造上の対応として，ディーゼル発電機吸気フィルタの開口部を下

向きとすることによりディーゼル発電機機関に降下火砕物が侵入しに

くい構造とする。 

また，仮にディーゼル発電機機関の内部に降下火砕物が侵入した場

合でも耐摩耗性のある材料を使用することで，摩耗により外部事象防

護対象施設であるディーゼル発電機の安全機能を損なわない設計とす

る。 

外気を取り入れるディーゼル発電機の吸気にフィルタを設置するこ

とにより，フィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しに

くい設計とし，摩耗により外部事象防護対象施設であるディーゼル発

電機の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１：(3.6.3：1-29 30)】 
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(c) 化学的影響（腐食） 

評価対象施設のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による化

学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，以下の施設である。 

・降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）機関，換気空調設備（外気取入口），排気筒，非常

用ガス処理系排気管 

金属腐食研究の結果より，降下火砕物によって直ちに金属腐食を生

じないが，塗装の実施等によって，腐食により外部事象防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。なお，降灰後の長期的な腐食の

影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な

設計とする。 

【別添資料１：(3.6.3：1-30)】 

 

(d) 大気汚染（発電所周辺の大気汚染） 

評価対象施設等のうち，大気汚染を考慮すべき中央制御室は，降下

火砕物により汚染された発電所周辺の大気が，中央制御室換気系の外

気取入口を通じて中央制御室に侵入しないようバグフィルタを設置す

ることにより，降下火砕物が外気取入口に到達した場合であってもフ

ィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とす

る。 

また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパの閉止及び閉

回路循環運転を可能とすることにより，中央制御室内への降下火砕物

の侵入を防止する。さらに外気取入遮断時において，酸素濃度及び二

23



 

24 

酸化炭素濃度の影響評価を実施し，室内の居住性を確保する設計とす

る。 

【別添資料１：(3.6.3：1-31)】 

 

(6) 降下火砕物による間接的影響に対する設計方針 

降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる送電網の

損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアク

セス制限事象が生じた場合については，降下火砕物に対して，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の安全機

能を維持することで，発電用原子炉の停止及び停止後の発電用原子炉の冷

却並びに使用済燃料プールの冷却に係る機能を担うために必要となる電源

の供給が非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）により継続できる設計とすることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。電源の供給に関する設計方針は，「10.1 非常用電源設

備」に記載する。 

【別添資料１：(3.8：1-35)】 

 

1.7.7.2 手順 

降下火砕物の降灰時における手順について，降下火砕物の除去（資機材含

む。）等の対応を適切に実施するため，以下について手順を定める。 

(1) 降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備に長期間降下火砕物に

よる荷重を掛け続けないこと，また降下火砕物の付着による腐食等が生

じる状況を緩和するために，評価対象施設等に堆積した降下火砕物の除

去を適切に実施する手順を定める。 

(2) 降灰が確認された場合には，状況に応じて外気取入ダンパの閉止，換
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気空調設備の停止又は閉回路循環運転により，建屋内への降下火砕物の

侵入を防止する手順を定める。 

(3) 降灰が確認された場合には，換気空調設備の外気取入口のバグフィル

タについて，バグフィルタ差圧又は流量を確認するとともに，状況に応

じて取替え又は清掃を実施する手順を定める。 

【別添資料１：(3.7：1-32 35)】 

 

1.7.7.3 参考文献 
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第 1.7.7－1 表 評価対象施設等の抽出結果 

 設備区分 評価対象施設等 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
等 

建屋 

・原子炉建屋 

・タービン建屋 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・排気筒モニタ建屋 

屋外に設置されてい

る施設 

・残留熱除去系海水ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプ 

・残留熱除去系海水ストレーナ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）吸気フィルタ 

・中央制御室換気系冷凍機 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）室ルーフベントファン 

・排気筒 

・非常用ガス処理系排気配管 

・排気筒モニタ 

降下火砕物を含む海

水の流路となる施設

・残留熱除去系海水ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプ 

・残留熱除去系海水ストレーナ及び下流設備 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ及び下流設備 

降下火砕物を含む空

気の流路となる施設

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）機関 

・換気空調設備（外気取入口） 

［中央制御室換気系，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室換気系］ 

・排気筒 

・非常用ガス処理系排気配管 

・排気筒モニタ 

外気から取り入れた

屋内の空気を機器内

に取り込む機構を有

する施設 

・計装制御設備（安全保護系） 

外部事象防護対象施設等

に波及的影響を及ぼし得

る施設 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）排気消音器及び排気管 

・海水取水設備（除塵装置） 

・換気空調設備（外気取入口） 
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(3) 適合性説明 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

１ 安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項におい

て同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設は，工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，

敷地及び敷地周辺の自然環境を基に洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定し，敷地

周辺で得られる過去の記録等を考慮する。また，これらの自然現象毎に関連

して発生する可能性がある自然現象も含める。 

安全施設は，発電所敷地で想定される自然現象が発生した場合においても

安全機能を損なわない設計とする。ここで，発電所敷地で想定される自然現

象に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の

施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。また，

発電所敷地で想定される自然現象又はその組合せに遭遇した場合において，
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自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として安全施設で生じ得

る環境条件を考慮する。 

発電用原子炉施設のうち安全施設は，以下のとおり条件を設定し，自然現

象によって発電用原子炉施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

(9) 火山の影響 

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響

が発生した場合においても，安全機能を損なわないよう以下の設計とする。 

ａ．直接的影響に対する設計 

外部事象防護対象施設は，直接的影響に対して，以下により安全機能

を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること 

・換気系，電気系及び計装制御系の機械的影響（閉塞）に対して降下

火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗及び換気系，電気系及び計装制御系の

機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）及び

換気系，電気系及び計装制御系の化学的影響（腐食）に対して短期

での腐食が発生しない設計とすること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火砕物が侵

入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 

・電気系及び計装制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機構

を有する計装制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空調設備は

降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 
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・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除

去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取替え若しくは清掃

又は換気空調設備の停止若しくは閉回路循環運転の実施により安全

機能を損なわない設計とすること 

また，上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機能を維

持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

ｂ．間接的影響に対する設計 

降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる送電

網の損傷による7日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶に

よるアクセス制限事象が生じた場合については，降下火砕物に対して

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）の安全機能を維持することで，発電用原子炉施設の停止及び停

止後の発電用原子炉施設の冷却並びに使用済燃料プールの冷却に係る

機能を担うために必要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）により継続できる

設計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。 
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4. まとめ 
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6 条(火山)- ii 

資料 

－１  降下火砕物の特徴について 

  －２  評価すべき影響の要因と評価手法 

  －３  直接的影響の評価結果 

  －４  建屋構築物に係る影響評価 

  －５  残留熱除去系海水ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（モータ含

む）に係る影響評価 

  －６  残留熱除去系海水ストレーナ及び非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ

（下流設備含む）に係る影響評価 

  －７  海水取水設備に係る影響評価 

  －８  計装制御設備（安全保護系）に係る影響評価 

  －９  換気空調設備に係る影響評価 

  －１０ 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）に係る影響評価 

  －１１ 排気筒（非常用ガス処理系排気配管含む）に係る影響評価 

  －１２ 間接的影響の評価結果 

 

参考資料 

－１  発電用原子炉の高温停止及び冷温停止に必要な設備について 

－２  降下火砕物堆積荷重評価への材料強度×1.1 の適用について 

－３  降下火砕物の残留熱除去系海水ポンプ及び非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ基礎部堆積による影響評価について 
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6 条(火山)- iii 

 

 －４  降下火砕物と積雪の重ね合わせの考え方について 

－５  原子力発電所で使用する塗料について 

－６  降下火砕物の金属腐食研究について 

－７  給水処理設備に係る影響評価について 

－８  降下火砕物のその他の設備への影響評価について 

－９  降下火砕物の除去に要する時間及び灰置場について 

－１０ 降水による降下火砕物の固結の影響について 

－１１ 火山影響評価ガイドとの整合性について 

－１２ 原子炉建屋の健全性評価について 

－１３ タービン建屋の健全性評価について 

－１４ 外部事象に対する津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

の防護方針について 

－１５ 降下火砕物の偏りによる影響評価について 

－１６ 除灰時の人員荷重の考え方について 

－１７ 気中降下火砕物対策に係る検討について 
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6 条(火山)-1-1 

1. 基本方針 

1.1 概要 

  原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規

則第五号）」第六条において，外部からの衝撃による損傷防止として，安全施

設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合において

も安全機能を損なわないものでなければならないとしており，敷地周辺の自

然環境を基に想定される自然現象の一つとして，火山の影響を挙げている。 

  火山の影響により発電用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であ

ることを評価するため，火山影響評価を行い，発電用原子炉施設へ影響を与

えないことを評価する。 
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6 条(火山)-1-2 

1.2 火山影響評価の流れ 

  火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」を参照し，第 1.2

－1 図のフローに従い立地評価と影響評価の 2 段階で行う。 

  立地評価では，原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い，抽出

された火山の火山活動に関する個別評価を行う。具体的には設計対応不可能

な火山事象が発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価を行う。 

  設計対応不可能な火山事象が影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価され

た場合は，原子力発電所に影響を与える可能性のある火山事象の抽出とその

影響評価を行う。 

  影響評価では，個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性につい

て「3.1 火山事象の影響評価」にて評価を行う。（第 1.2－2 図） 

  なお，立地評価及び原子力発電所に影響を与える可能性のある火山事象の

抽出とその影響評価については，「添付書類六 7.火山」にて示す。 

 

第 1.2－1 図 火山影響評価の基本フロー  
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6 条(火山)-1-3 

3.2 火山事象の影響評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－2 図 影響評価のフロー 

 

3.3 火山事象から防護する施設 

3.3 火山事象から防護する施設 

3.2 降下火砕物に対する設計の基本方針 

3.3 火山事象から防護する施設 

3.4.1 降下火砕物の特徴 

3.4.2 直接的影響 

 

・構造物への静的負荷 

・水循環系の閉塞，内部における摩耗 

・換気系・電気系及び計装制御系に対す

る機械的及び化学的影響 

・発電所の大気汚染 

・化学的腐食 

・絶縁低下 

3.4.3 間接的影響 

 

・外部電源喪失 

・アクセス制限 

3.7 降下火砕物の除去等の対策 

3.1 降下火砕物の条件設定 

 

・堆積厚，密度，粒径 3.5 荷重の設定 

3.8 間接的影響に対する設計方針 

3.6 直接的影響に対する設計方針 
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6 条(火山)-1-4 

2．立地評価 

2.1 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

  地理的領域（160km）に位置する第四紀火山（32 火山）について，完新世

の活動の有無，将来の活動性を検討した結果，原子力発電所に影響を及ぼし

得る火山として，高原山，那須岳，男体・女峰火山群，日光白根山，赤城

山，燧ケ岳，安達太良山，磐梯山，沼沢，吾妻山，榛名山，笹森山，子持山

の 13 火山を抽出した。 

 

2.2 抽出された火山の火山活動に関する個別評価 

  原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した 13 火山について，

設計対応不可能な火山事象（火砕物密度流，溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及

び斜面崩壊，新しい火口の開口，地殻変動）が影響を及ぼす可能性について

個別評価を行った。 

  火砕物密度流については，敷地と火砕密度流の到達可能性範囲の距離から

発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。 

  溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊については，敷地と火山の距離

から発電所に影響を及ぼす可能性はないと評価した。 

  新しい火口の開口，地殻変動については，敷地は火山フロントより前弧側

（東方）に位置すること，敷地周辺では火成活動は確認されていないことか

ら，この事象が発電所の運転期間中に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと

評価した。 

  以上から，設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性はな

く，この結果から，抽出した 13 火山はモニタリングの対象とならないと判

断した。 
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6 条(火山)-1-5 

3．影響評価 

3.1 火山事象の影響評価 

  将来の活動可能性のある火山若しくは将来の活動可能性を否定できない火

山について，発電所の運用期間中の噴火規模を考慮し，原子力発電所の安全

機能に影響を及ぼし得る火山事象を抽出した結果，降下火砕物のみが発電所

に影響を及ぼし得る火山事象となった。よって，降下火砕物による安全施設

への影響評価を行う。 

  影響評価に用いる条件として，降下火砕物の分布状況，シミュレーション

及び分布状況から総合的に判断し，保守的に堆積厚さ 50cm と設定する。ま

た，粒径及び密度については，文献調査及び地質調査の結果を踏まえ粒径 8mm

以下，密度 0.3 g／cm３（乾燥状態）～1.5g／cm３（湿潤状態）と設定した。

第 3.1－1 表に設計条件を示す。 

 

第 3.1－1 表 降下火砕物の設計条件 

項目 設定条件 備考 

堆積厚さ 50cm 
鉛直荷重に対する健全性評価に

使用 
密度 

0.3g/cm３ ～ 1.5g/cm３ 

（乾燥状態） （湿潤状態） 

粒径 8mm 以下 

水循環系の閉塞及び換気系，電

気系及び計装制御系に対する機

械的影響評価に使用 
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6 条(火山)-1-6 

3.2 火山事象（降下火砕物）に対する設計の基本方針 

  将来の活動可能性を否定できない火山について，発電所の運用期間中の噴

火規模を考慮し，発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象を抽出した

結果，「3.1 火山事象の影響評価」に示すとおり該当する火山事象は降下火

砕物のみであり，地理的領域（160km）の広範囲に影響を及ぼす降下火砕物に

対し，安全施設の安全機能を損なわない設計とする。以下に火山事象（降下

火砕物）に対する設計の基本方針を示す。 

 (1) 降下火砕物による直接的な影響（荷重，閉塞，摩耗，腐食等）に対して，

安全機能を損なわない設計とする。 

 (2) 発電所内の構築物，系統及び機器における降下火砕物の除去等の対応が

可能な設計とする。 

 (3) 降下火砕物による間接的な影響である 7 日間の外部電源の喪失，発電所

外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，発電所の安全性を維持

するために必要となる電源の供給が継続でき，安全機能を損なわない設計

とする。 

 

3.3 火山事象（降下火砕物）から防護する施設 

  「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則（平成 25 年 6 月 28 日原子炉規制委員会規則第五号）」第六条におい

て，「安全施設は，想定される自然現象が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。」とされていることから，降下火砕

物の影響から防護する施設は，発電用原子炉施設の安全性を確保するため，

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規

定されている安全重要度分類クラス１，クラス２及びクラス３に該当する構

築物，系統及び機器とする。 
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6 条(火山)-1-7 

  また，以下の点を踏まえ，外部事象防護対象施設は，発電用原子炉を停止

するため又は停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必

要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系

統及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上そ

の機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。また，

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を内包する建屋を併せて

外部事象防護対象施設等という。 

・降下火砕物襲来時の状況を踏まえ，必要に応じプラント停止の措置を

とること 

・プラント停止後は，その状態を維持することが重要であること 

 

その上で，外部事象防護対象施設等のうち，屋内設備は内包する建屋に

より防護する設計とし，評価対象施設を，建屋，屋外に設置されている施

設，降下火砕物を含む海水の流路となる施設，降下火砕物を含む空気の流

路となる施設，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を

有する施設に分類し抽出する。また，評価対象施設及び外部事象防護対象

施設等に波及的影響を及ぼし得る施設を評価対象施設等という。 

上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること

若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間での除灰，修復等の対応又はそれら

を適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

以上を踏まえた評価フローを第 3.3－1 図に示す。評価フローに基づき抽

出した評価対象施設等を第 3.3－1 表，第 3.3－2 表に示すとともに，評価

対象施設等の設置場所を第 3.3－2 図に示す。 
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6 条(火山)-1-8 

また，発電用原子炉の高温停止，冷温停止に必要となる機能を達成する

ために必要となる施設を参考資料－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3－1 図 外部事象防護対象施設等の抽出フロー

Yes

No No 

・安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器 
・安全機能を有しない構築物，系統及び機器 

No

①安全重要度分類の
クラス 1，クラス 2
に属する構築物等 

②安全評価※１上 
期待する安全重要
度分類のクラス 3
に属する構築物等 

①及び②を内包 
する建屋 

※1：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析 
※2：降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での除灰，修復等
の対応が可能であることを確認する。 

その他の施設
※２

 外部事象防護対象施設 

Step1 

Yes Yes

外部事象防護対象施設を内包

する建屋（外部事象防護対象

施設である建屋を除く） 

外部事象防護対象施設等 
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6 条(火山)-1-9 
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部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

等
に

波
 

及
的

影
響

を
及

ぼ
し

得
 

る
施

設
 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（

排

気
消

音
器

及
び

排
気

管
）

 

・
海

水
取

水
設

備
（

除
塵

装

置
）

 

・
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取
入

口
）

 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 Y
e
s
 

N
o
 

そ
の

他
の

施
設
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6 条(火山)-1-10 

第 3.3－1 表 評価対象施設等の抽出結果 

 設備区分 評価対象施設等 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
等 

建屋 

・原子炉建屋 
・タービン建屋 
・使用済燃料乾式貯蔵建屋 
・排気筒モニタ建屋 

屋外に設置されてい

る施設 

・残留熱除去系海水ポンプ 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプ 
・残留熱除去系海水ストレーナ 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）吸気フィルタ 
・中央制御室換気系冷凍機 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）室ルーフベントファン 
・排気筒 
・非常用ガス処理系排気配管 
・排気筒モニタ 

降下火砕物を含む海

水の流路となる施設

・残留熱除去系海水ポンプ 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプ 
・残留熱除去系海水ストレーナ及び下流設備 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ及び下流設備 

降下火砕物を含む空

気の流路となる施設

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）機関 
・換気空調設備（外気取入口） 
［中央制御室換気系，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室換気系］ 
・排気筒 
・非常用ガス処理系排気配管 
・排気筒モニタ 

外気から取り入れた

屋内の空気を機器内

に取り込む機構を有

する施設 

・計装制御設備（安全保護系） 

外部事象防護対象施設等

に波及的影響を及ぼし得

る施設 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
・海水取水設備（除塵装置） 
・換気空調設備（外気取入口） 
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6 条(火山)-1-11 

 

第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

１
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事

象
防

護

対
象

施

設
等

 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外

施
設

 

③
海

水
流

路
施

設
 

④
空

気
流

路
施

設
 

⑤
外

気
取

入
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

施
設

で
あ

っ
て

，
そ

の
停

止
等

に
よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要
度

の
施

設
の

運
転

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
屋

外
施

設
 

P
S
-
1
 

そ
の

損
傷

又
は

故
障

に

よ
り

発
生

す
る

事
象

に

よ
っ

て
，

 

(
a
)
 
炉

心
の

著
し

い
損

傷
，

又
は

 

(
b
)
 
燃

料
の

大
量

の
破

損
を

引
き

起
こ

す
お

そ

れ
の

あ
る

構
築

物
，

系

統
及

び
機

器
 

１
）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
機

能
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

構
成

す
る

機
器

・
配

管
系

（
計

装
等

の
小

口
径

配
管

・
機

器
は

除
く

。
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）
過

剰
反

応
度

の
印

加

防
止

機
能

 
制

御
棒

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

３
）
炉

心
形

状
の

維
持

機

能
 

炉
心

支
持

構
造

物
（

炉
心

シ
ュ

ラ
ウ

ド
，

シ
ュ

ラ
ウ

ド
サ

ポ
ー

ト
，

上
部

格
子

板
，

炉
心

支
持

板
，

制
御

棒
案

内
管

）
，
燃

料
集

合
体
（

た
だ

し
，
燃

料
を

除
く

。
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

M
S
-
1
 

１
）

異
常

状
態

発
生

時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧

を
防

止
し

，
敷

地
周

辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射

線
の

影
響

を
防

止
す

る

構
築

物
，

系
統

及
び

機

器
 

１
）
原

子
炉

の
緊

急
停

止

機
能

 

原
子

炉
停

止
系

の
制

御
棒

に
よ

る
系

（
制

御
棒

及
び

制
御

棒
駆

動
系

（
ス

ク
ラ

ム
機

能
）
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）

未
臨

界
維

持
機

能
 

原
子

炉
停

止
系
（

制
御

棒
に

よ
る

系
，

ほ
う

酸
水

注
入

系
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

３
）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

防

止
機

能
 

逃
が

し
安

全
弁

（
安

全
弁

と
し

て
の

開
機

能
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

４
）
原

子
炉

停
止

後
の

除

熱
機

能
 

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

（
残

留
熱

除
去

系
，

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

逃
が

し
安

全
弁
（

手
動

逃
が

し
機

能
）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

自
動

減
圧

系
（

手
動

逃
が

し
機

能
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

 
 

※
1
：

間
接

関
連

系
は

，
当

該
系

の
機

能
に

直
接

必
要

な
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
た

め
，

記
載

は
省

略
し

た
。

（
評

価
対

象
施

設
等

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
2
：

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
。
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
3
：

原
子

炉
建

屋
に

つ
い

て
は

，
当

該
建

屋
が

M
S
-
1
の

機
能

を
有

す
る

評
価

対
象

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
記

載
を

省
略

し
た

。
 

○
：

Ye
s 

×
：

N
o 

－
：

該
当

せ
ず
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6 条(火山)-1-12 

 

第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

２
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事

象
防

護

対
象

施

設
等

 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外
施

設
 

③
海

水
流

路
施

設
 

④
空

気
流

路
施

設
 

⑤
外

気
取

入

空
気

を
機

器

内
に

取
り

込

む
機

構
を

有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

施
設

で
あ

っ
て

，
そ

の
停

止
等

に
よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要
度

の
施

設
の

運
転

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
屋

外
施

設
 

M
S
-
1
 

１
）

異
常

状
態

発
生

時
に

原
子

炉
を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去
し

，
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

５
）

炉
心

冷
却

機
能

 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

（
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

，
低

圧
注

水
系

，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
，

自
動

減
圧

系
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

６
）

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込

め
機

能
放

射
線

の
遮

へ
い

及

び
放

出
低

減
機

能
 

原
子

炉
格

納
容

器
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

原
子

炉
建

屋
 

○
 

－
※

２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
原

子
炉

建
屋

 

原
子

炉
建

屋
（

Ｍ
Ｓ

－
３

（
間

接
関

連
系

）
）

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

○
 

(
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取

入
口

）
)
 

・
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取
入

口
）

 

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

 
○

 
－

※
２
 

×
 

○
 

(
排

気
配

管
)
 

×
 

○
 

(
排

気
配

管
)
 

×
 

－
 

・
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
排

気
配

管
 

非
常

用
再

循
環

ガ
ス

処
理

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

遮
蔽

設
備

（
原

子
炉

遮
蔽

壁
，

一
次

遮
蔽

壁
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

遮
蔽

設
備

（
二

次
遮

蔽
壁

）
 

○
 

－
※

２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
原

子
炉

建
屋

 

M
S
-
1
 

２
）

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

１
）

工
学

的
安

全
施

設
及

び

原
子

炉
停

止
系

へ
の

作
動

信

号
の

発
生

機
能

 

安
全

保
護

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

－
 

・
計

装
制

御
設

備
（

安
全

保
護

系
）

 

２
）

安
全

上
特

に
重

要
な

関

連
機

能
 

非
常

用
所

内
電

源
系

（
Ｍ

Ｓ
－

１
関

連
の

も
の

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

(
吸

気
フ

ィ
ル

タ
)
 

×
 

○
 

(
機

関
)
 

×
 

－
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
（

高
圧

炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を

含
む

。
）

吸
気

フ
ィ

ル
タ

 
・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
（

高
圧

炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を

含
む

。
）

機
関

 

非
常

用
所

内
電

源
系

（
Ｍ

Ｓ
－

３
（

間
接

関
連

系
）
）

 
○

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

○
 

(
排

気
消

音
機

及
び

排
気

管
)
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
（

高
圧

炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を

含
む

。
）

排
気

消
音

器
及

び
排

気
管

 

   

○
：

Ye
s 

×
：

N
o 

－
：

該
当

せ
ず

 

※
1
：

間
接

関
連

系
は

，
当

該
系

の
機

能
に

直
接

必
要

な
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
た

め
，

記
載

は
省

略
し

た
。

（
評

価
対

象
施

設
等

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
2
：

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
。
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
3
：

原
子

炉
建

屋
に

つ
い

て
は

，
当

該
建

屋
が

M
S
-
1
の

機
能

を
有

す
る

評
価

対
象

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
記

載
を

省
略

し
た

。
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6 条(火山)-1-13 

 

第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

３
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外
施

設
 

③
海

水

流
路

施

設
 

④
空

気

流
路

施

設
 

⑤
外

気
取

入
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を

受
け

る
施

設
で

あ
っ

て
，

そ
の

停
止

等
に

よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要

度
の

施
設

の
運

転
に

影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の

あ
る

屋
外

施
設

 

M
S
-
1
 

２
）

安
全

上
必

須
な

そ

の
他

の
構

築
物

，
系

統

及
び

機
器

（
続

き
）

 

２
）

安
全

上
特

に
重

要
な

関
連

機
能

（
続

き
）

 

制
御

室
及

び
そ

の
遮

蔽
・

非
常

用
換

気
空

調
系

 

（
Ｍ

Ｓ
－

１
関

連
の

も
の

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

(
冷

凍
機

，

ル
ー

フ
ベ

ン

ト
フ

ァ
ン

)
 

×
 

○
 

(
外

気
取

入
口

)
 

×
 

－
 

・
中

央
制

御
室

換
気

系
冷

凍
機

 
・

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（

高
圧

炉
心

ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
含

む
。

）
室

ル
ー

フ
ベ

ン
ト

フ
ァ

ン
，

 
・

換
気

空
調

設
備

（
外

気
取

入
口

）
［

中
央

制

御
室

換
気

系
，

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

（
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
含

む
。

）
室

換
気

系
］

 

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
（

Ｍ
Ｓ

－
１

関
連

の
も

の
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

○
 

(
ポ

ン
プ

，
ス

ト
レ

ー
ナ

)
 

○
 

(
ポ

ン

プ
，

ス
ト

レ
ー

ナ
及

び
下

流
設

備
)
 

×
 

×
 

－
 

・
残

留
熱

除
去

系
海

水
ポ

ン
プ

 
・

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（

高
圧

炉
心

ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
含

む
。
）

用

海
水

ポ
ン

プ
 

・
残

留
熱

除
去

系
海

水
ス

ト
レ

ー
ナ

及
び

下
流

設
備

 
・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
（

高
圧

炉
心

ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
含

む
。
）

用

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
及

び
下

流
設

備
 

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
（

Ｍ
Ｓ

－
３

（
間

接
関

連
系

）
）

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 

（
除

塵
装

置
）

 
・

海
水

取
水

設
備

（
除

塵
装

置
）

 

直
流

電
源

系
（

Ｍ
Ｓ

－
１

関
連

の
も

の
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

P
S
-
2
 

１
）
そ

の
損

傷
又

は
故

障

に
よ

り
発

生
す

る
事

象

に
よ

っ
て

，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
又

は
燃

料
の

大

量
の

破
損

を
直

ち
に

引

き
起

こ
す

お
そ

れ
は

な

い
が

，
敷

地
外

へ
の

過
度

の
放

射
性

物
質

の
放

出

の
お

そ
れ

の
あ

る
構

築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

１
）
原

子
炉

冷
却

材
を

内
蔵

す
る

機

能
（

た
だ

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
除

外
さ

れ
て

い

る
計

装
等

の
小

口
径

の
も

の
及

び

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て

い
な

い
も

の
は

除
く

。
）

 

主
蒸

気
系

（
格

納
容

器
隔

離
弁

の
外

側
の

み
）

 
○

 
－

※
２
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

・
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
（

格
納

容
器

隔
離

弁
の

外
側

の
み

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て
い

な
い

も

の
で

あ
っ

て
，

放
射

性
物

質
を

貯
蔵

す
る

機
能

 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

（
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
大

き
い

も
の

）（
活

性
炭

式
希

ガ
ス

ホ
ー

ル
ド

ア
ッ

プ
装

置
）

 

○
 

－
※

２
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

（
使

用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
を

含
む

。
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵
容

器
 

○
 

－
※

２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋

 

３
）
燃

料
を

安
全

に
取

り
扱

う
機

能
燃

料
取

扱
設

備
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

  

○
：

Ye
s 

×
：

N
o 

－
：

該
当

せ
ず

 

※
1
：

間
接

関
連

系
は

，
当

該
系

の
機

能
に

直
接

必
要

な
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
た

め
，

記
載

は
省

略
し

た
。

（
評

価
対

象
施

設
等

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
2
：

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
。
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
3
：

原
子

炉
建

屋
に

つ
い

て
は

，
当

該
建

屋
が

M
S
-
1
の

機
能

を
有

す
る

評
価

対
象

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
記

載
を

省
略

し
た

。
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6 条(火山)-1-14 

 

第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

４
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事

象
防

護

対
象

施

設
等

 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外

施
設

 

③
海

水
流

路
施

設
 

④
空

気
流

路
施

設
 

⑤
外

気
取

入
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

施
設

で
あ

っ
て

，
そ

の
停

止
等

に
よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要
度

の
施

設
の

運
転

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
屋

外
施

設
 

P
S
-
2
 

２
）

通
常

運
転

時
及

び
運

転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

に

作
動

を
要

求
さ

れ
る

も
の

で

あ
っ

て
，
そ

の
故

障
に

よ
り

，

炉
心

冷
却

が
損

な
わ

れ
る

可

能
性

の
高

い
構

築
物

，
系

統

及
び

機
器

 

１
）

安
全

弁
及

び
逃

が
し

弁
の

吹
き

止
ま

り
機

能
 

逃
が

し
安

全
弁

（
吹

き
止

ま
り

機
能

に
関

連
す

る
部

分
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

M
S
-
2
 

１
）

Ｐ
Ｓ

－
２

の
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

の
損

傷
又

は

故
障

に
よ

り
敷

地
周

辺
公

衆

に
与

え
る

放
射

線
の

影
響

を

十
分

小
さ

く
す

る
よ

う
に

す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
 

１
）

燃
料

プ
ー

ル
水

の
補

給
機

能
 

非
常

用
補

給
水

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）

放
射

性
物

質
放

出
の

防
止

機
能

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

処
理

系
の

隔
離

弁
 

○
 

－
※

２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

排
気

筒
（

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

管
の

支
持

機
能

以
外

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

×
 

○
 

×
 

－
 

・
排

気
筒

 

燃
料

集
合

体
落

下
事

故
時

放
射

能
放

出
を

低
減

す
る

系
（

原
子

炉
建

屋
）

 
○

 
－

※
２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
原

子
炉

建
屋

 

燃
料

集
合

体
落

下
事

故
時

放
射

能
放

出
を

低
減

す
る

系
（

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

(
排

気
配

管
)
 

×
 

○
 

(
排

気
配

管
)
 

×
 

－
 

・
非

常
用

ガ
ス

処
理

系

排
気

配
管

 

２
）

異
常

状
態

へ
の

対
応

上

特
に

重
要

な
構

築
物

，
系

統

及
び

機
器

 

１
）

事
故

時
の

プ
ラ

ン
ト

状
態

把
握

機
能

 

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

（
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

等
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）

異
常

状
態

の
緩

和
機

能
 

Ｂ
Ｗ

Ｒ
に

は
対

象
機

能
な

し
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

３
）

制
御

室
外

か
ら

の
安

全
防

止
機

能
 

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
（

安
全

停
止

に
関

連
す

る
も

の
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

P
S
-
3
 

１
）

異
常

状
態

の
起

因
事

象

と
な

る
も

の
で

あ
っ

て
，

Ｐ

Ｓ
－

１
及

び
Ｐ

Ｓ
－

２
以

外

の
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
 

１
）

原
子

炉
冷

却
材

保
持

機
能

（
Ｐ

Ｓ
－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以
外

の
も

の
 

計
装

配
管

，
試

料
採

取
管

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

２
）

原
子

炉
冷

却
材

の
循

環
機

能
 

原
子

炉
再

循
環

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

３
）
放

射
性

物
質

の
貯

蔵

機
能

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
排

水

系
，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

，
放

射
性

廃
棄

物
処

理
施

設
（

放
射

能
イ

ン
ベ

ン
ト

リ
の

小
さ

い
も

の
）

 

×
 

○
（

補
修

の
実

施
に

よ
り

対
応

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

４
）

電
源

供
給

機
能

（
非

常
用

を
除

く
。
）

 

タ
ー

ビ
ン

，
発

電
機

及
び

そ
の

励
磁

装
置

，
復

水
系
（

復
水

器
を

含
む

。
）
，

給
水

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

循
環

水
系

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

送
電

線
，

変
圧

器
，

開
閉

所
 

×
 

○
（

代
替

設
備

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

）
に

よ
り

機
能

維
持

可

能
）

 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

○
：

Ye
s 

×
：

N
o 

－
：

該
当

せ
ず

 

※
1
：

間
接

関
連

系
は

，
当

該
系

の
機

能
に

直
接

必
要

な
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
た

め
，

記
載

は
省

略
し

た
。

（
評

価
対

象
施

設
等

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
2
：

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
。
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
3
：

原
子

炉
建

屋
に

つ
い

て
は

，
当

該
建

屋
が

M
S
-
1
の

機
能

を
有

す
る

評
価

対
象

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
記

載
を

省
略

し
た

。
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6 条(火山)-1-15 

 

第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

５
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事

象
防

護

対
象

施

設
等

 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外
施

設
 

③
海

水

流
路

施

設
 

④
空

気

流
路

施

設
 

⑤
外

気
取

入
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

施
設

で
あ

っ
て

，
そ

の
停

止
等

に
よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要
度

の
施

設
の

運
転

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
屋

外
施

設
 

P
S
-
3
 

１
）

異
常

状
態

の
起

因

事
象

と
な

る
も

の
で

あ

っ
て

，
Ｐ

Ｓ
－

１
及

び

Ｐ
Ｓ

－
２

以
外

の
構

築

物
，
系

統
及

び
機

器
（

続

き
）

 

５
）
プ

ラ
ン

ト
計

測
・
制

御
機

能

（
安

全
保

護
機

能
を

除
く

。
）

 

原
子

炉
制

御
系
（

制
御

棒
価

値
ミ

ニ

マ
イ

ザ
を

含
む

。
）

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

原
子

炉
核

計
装

，
原

子
炉

プ
ロ

セ
ス

計
装

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

６
）

プ
ラ

ン
ト

運
転

補
助

機
能

 
所

内
ボ

イ
ラ

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

計
装

用
圧

縮
空

気
系

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

２
）

原
子

炉
冷

却
材

放

射
性

物
質

濃
度

を
通

常

運
転

に
支

障
の

な
い

程

度
に

低
く

抑
え

る
構

築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

１
）
核

分
裂

生
成

物
の

原
子

炉
冷

却
材

中
へ

の
放

散
防

止
機

能
 

燃
料

被
覆

管
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

２
）
原

子
炉

冷
却

材
の

浄
化

機
能

 原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
，
復

水
浄

化

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

M
S
-
3
 

１
）

運
転

時
の

異
常

な

過
渡

変
化

が
あ

っ
て

も
，
Ｍ

Ｓ
－

１
，
Ｍ

Ｓ
－

２
と

あ
い

ま
っ

て
，

事

象
を

緩
和

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

１
）
原

子
炉

圧
力

の
上

昇
の

緩
和

機
能

 

逃
が

し
安

全
弁

（
逃

が
し

弁
機

能
）
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

タ
ー

ビ
ン

バ
イ

パ
ス

弁
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

２
）

出
力

上
昇

の
抑

制
機

能
 

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
系
（

再
循

環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ
機

能
）

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

制
御

棒
引

抜
監

視
装

置
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

３
）
原

子
炉

冷
却

材
の

補
給

機
能

 制
御

棒
駆

動
水

圧
系

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

２
）

異
常

状
態

へ
の

対

応
上

必
要

な
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

 

１
）
緊

急
時

対
策

上
重

要
な

も
の

及
び

異
常

状
態

の
把

握
機

能
 

原
子

力
発

電
所

緊
急

時
対

策
所

 
×

 
○

（
降

下
火

砕
物

荷
重

に
対

し
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

試
料

採
取

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

通
信

連
絡

設
備

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

（
屋

外
設

備
は

除

灰
，

補
修

に
よ

り
対

応
）
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

放
射

能
監

視
設

備
（

排
気

筒
モ

ニ

タ
）

 
○

 
－

※
２
 

○
 

(
建

屋
)
 

○
 

(
モ

ニ
タ

)
 

×
 

○
 

(
モ

ニ
タ

)
 

×
 

－
 

・
排

気
筒

モ
ニ

タ
 

・
排

気
筒

モ
ニ

タ
建

屋
 

放
射

能
監

視
設

備
（

排
気

筒
モ

ニ
タ

以
外

）
 

×
 

○
（

除
灰

又
は

代
替

設
備

に
よ

り
機

能
維

持
可

能
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

（
気

象
観

測
設

備

は
代

替
設

備
に

よ
り

機
能

維
持

可
能

）
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

消
火

系
 

×
 

○
（

補
修

の
実

施
に

よ
り

対
応

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

安
全

避
難

通
路

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

非
常

用
照

明
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

  

○
：

Ye
s 

×
：

N
o 

－
：

該
当

せ
ず

 

※
1
：

間
接

関
連

系
は

，
当

該
系

の
機

能
に

直
接

必
要

な
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
た

め
，

記
載

は
省

略
し

た
。

（
評

価
対

象
施

設
等

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
2
：

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
。
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
3
：

原
子

炉
建

屋
に

つ
い

て
は

，
当

該
建

屋
が

M
S
-
1
の

機
能

を
有

す
る

評
価

対
象

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
記

載
を

省
略

し
た

。
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6 条(火山)-1-16 

第
3
.
3
－

2
図

 
評

価
対

象
施

設
等

（
１

／
２

）
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6 条(火山)-1-17 

第
3
.
3
－

2
図

 
評

価
対

象
施

設
等

（
２

／
２

）
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6 条(火山)-1-18

3.4 降下火砕物による影響の選定 

 降下火砕物の特徴及び評価対象施設等の構造や設置状況を考慮して，降下

火砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）と発電所外での影響

（以下「間接的影響」という。）を選定する。 

3.4.1 降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果より，降下火砕物は以下の特徴を有する。 

(1) 火山ガラス片，鉱物結晶片から成る。ただし，ガラス片は砂よりもろく

硬度は低く，主要な鉱物結晶辺の硬度は砂同等又はそれ以下である。

(2) 硫酸等を含む腐食性のガス（以下「腐食性ガス」という。）が付着してい

る。ただし，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食を生じさせること

はない。 

(3) 水に濡れると導電性を生じる。

(4) 湿った降下火砕物は乾燥すると固結する。

(5) 降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり，一般的な砂に比べ低い。

（資料－１） 

3.4.2 直接的影響 

 降下火砕物の特徴から直接的影響の要因となる荷重，閉塞，摩耗，腐食，

大気汚染，水質汚染及び絶縁低下を抽出し，評価対象施設等の構造や設置状

況等を考慮して直接的な影響因子を以下のとおり選定する。 

(1) 荷重

「荷重」について考慮すべき影響因子は，建屋及び屋外設備の上に堆積

し静的な負荷を与える「構造物への静的負荷」，並びに建屋及び屋外設備に

対し降灰時に衝撃を与える「粒子の衝突」である。 
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6 条(火山)-1-19

(2) 閉塞

「閉塞」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が流路

の狭隘部等を閉塞させる「水循環系の閉塞」及び降下火砕物を含む空気が

機器の狭隘部や換気系の流路を閉塞させる「換気系，電気系及び計装制御

系の機械的影響（閉塞）」である。 

(3) 摩耗

「摩耗」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が流路

に接触することにより配管等を摩耗させる「水循環系の内部における摩

耗」及び降下火砕物を含む空気が動的機器の摺動部に侵入し摩耗させる

「換気系，電気系及び計装制御系の機械的影響（摩耗）」である。 

(4) 腐食

「腐食」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物に付着した腐食性

ガスにより建屋及び屋外施設の外面を腐食させる「構造物への化学的影響

（腐食）」，換気系，電気系及び計装制御系において降下火砕物を含む空

気の流路等を腐食させる「換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的

影響（腐食）」及び海水に溶出した腐食性成分により海水管等を腐食させ

る「水循環系の化学的影響（腐食）」である。 

(5) 大気汚染

「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物により汚染さ

れた発電所周辺の大気が運転員の常駐する中央制御室内に侵入することに

よる居住性の劣化並びに降下火砕物の除去及び屋外設備の点検等の屋外に

おける作業環境を劣化させる「発電所周辺の大気汚染」である。 

(6) 水質汚染

「水質汚染」については，給水等に使用する工業用水に降下火砕物が混

入することによる汚染が考えられるが，発電所では給水処理設備により水
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処理した給水を使用しており，降下火砕物の影響を受けた工業用水を直接

給水として使用しないこと，また水質管理を行っていることから，安全施

設の安全機能には影響しない。（参考資料－７） 

 (7) 絶縁低下 

   「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，湿った降下火砕物が，電

気系及び計装制御系絶縁部に導電性を生じさせることによる「盤の絶縁低

下」である。 

 

3.4.3 間接的影響 

降下火砕物によって発電所に間接的な影響を及ぼす因子は，湿った降下

火砕物が送電線の碍子，開閉所等の充電露出部等に付着し絶縁低下を生じ

させることによる広範囲にわたる送電網の損傷に伴う「外部電源喪失」及

び降下火砕物が道路に堆積することによる交通の途絶に伴う「アクセス制

限」である。 

 

3.5 設計荷重の設定 

設計荷重は，以下のとおり設定する。 

 (1) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重 

   評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷重，内

圧等の運転時荷重であり，降下火砕物との荷重と適切に組み合わせる。 

 (2) 設計基準事故時荷重 

   評価対象施設等は，降下火砕物によって安全機能を損なわない設計とす

るため，設計基準事故とは独立事象である。 

   なお，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じ得る設備として

は，屋外設備の動的機器である残留熱除去系海水ポンプ及び非常用ディー
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ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

が考えられるが，設計基準事故時において残留熱除去系海水ポンプ及び非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ポンプに有意な機械的荷重は発生しないことから，設計基準事故時に

生じる荷重の組み合わせは考慮しない。 

 (3) その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組み合わせ 

   降下火砕物と組み合わせを考慮すべき自然現象は，荷重の影響において

風及び積雪であり，降下火砕物との荷重と適切に組み合わせる。 

（参考資料－４） 

 

3.6 降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

直接的影響については，評価対象施設等の構造や設置状況等（形状，機能，

外気吸入や海水通水の有無等）を考慮し，想定される各影響因子に対して，

影響を受ける各評価対象施設等が安全機能を損なわない以下の設計とする。 

（資料－２） 

 

3.6.1 降下火砕物による荷重に対する設計方針 

(1) 構造物への静的負荷 

評価対象施設等のうち，降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設は，以

下である。 

ａ．建屋 

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

ｂ．屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除去系海水ストレ
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ーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタ，中央制御室換気系冷凍

機，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）室ルーフベントファン 

ｃ．降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上位の

安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系含む。）排気消音器及

び排気管 

 

当該施設の許容荷重が，降下火砕物による荷重に対して安全裕度を有す

ることにより，構造健全性を失わず安全機能を損なわない設計とする。若

しくは，降下火砕物が堆積しにくい，又は直接堆積しない構造とすること

で，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

設計対象施設の建屋においては，建築基準法における一般地域の積雪の

荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の除去を適切に行うことから，降下火

砕物の荷重を短期に生じる荷重として扱う。また，降下火砕物による荷重

と他の荷重を組み合せた状態に対する許容限界は次の通りとする。 

・原子炉建屋 

原子炉建屋に要求されている気密性及び遮蔽性並びに構造強度を担

保する屋根スラブは，建築基準法の短期許容応力度を許容限界とす

る。また，屋根スラブと共に建屋の構造強度を担保する主トラスは，

終局耐力に対して妥当な安全余裕を有する許容限界とする。 

・タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

屋根スラブの落下によってないほうする安全重要度分類のクラス２
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に属する構築物，系統及び機器が損傷することを防止するため，屋根

スラブは部材の終局耐力を許容限界とする。また，複数部材で構成さ

れている主トラスの崩壊によって内包する安全重要度分類のクラス２

に属する構築物，系統及び機器が損傷することを防止するため，主ト

ラスは構造物全体として崩壊機構が形成されないことを許容限界とす

る。 

また，建屋を除く評価対象施設等においては，許容応力を「原子力発電

所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会）」に準拠する。 

（資料－４ ６，９，１０） 

 

(2) 粒子の衝突 

  評価対象施設等のうち，建屋及び屋外設備は，粒子の衝突に対して，

「1.7.2 竜巻防護に関する基本方針」に基づく設計によって，外部事象防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

3.6.2 降下火砕物による荷重以外に対する設計方針 

降下火砕物による荷重以外の影響は，構造物への化学的影響（腐食），水

循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食），電気系及び計装

制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響（腐食）等により外部事

象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計については，「3.6.3 外

気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計」に示す。 

(1) 構造物への化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，降下火砕物による構造物への化学的影響（腐

食）を考慮すべき施設は，降下火砕物の直接的な付着による影響が考えら
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れる以下の施設である。 

ａ．建屋 

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

ｂ．屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除去系海水ストレ

ーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気フィルタ，中央制御室換気系冷凍

機，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）室ルーフベントファン，排気筒，非常用ガス処理系排気配管 

ｃ．降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上位の

安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）排気消音器及び排気管 

 

金属腐食研究の結果より，降下火砕物に含まれる腐食性ガスによって直

ちに金属腐食を生じないが，外装の塗装等によって短期での腐食により安

全機能を損なわない設計とする。なお，降灰後の長期的な腐食の影響につ

いては，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

（資料－４ ６，９～１１ 参考資料－５，６） 

 

(2) 水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的

影響（腐食）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む海水の流路となる以
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下の施設である。 

ａ．降下火砕物を含む海水の流路となる施設 

残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除去系海水ストレ

ーナ及び下流設備，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ及び下流設備 

ｂ．降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上位の

安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の施設 

海水取水設備（除塵装置） 

降下火砕物は粘土質ではないことから水中で固まり閉塞することはない

が，当該施設については，降下火砕物の粒径に対し十分な流路幅を設ける

ことにより，海水の流路となる施設が閉塞しない設計とする。 

内部における摩耗については， 降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろ

いことから摩耗による影響は小さい。また当該施設については，定期的な

内部点検及び日常保守管理により，状況に応じて補修が可能であり，摩耗

により外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下火砕物

によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使用や塗装の

実施等によって，腐食により外部事象防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管理等に

より，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

（資料－５ ７，参考資料－５，６，１０） 

 

(3) 電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響

（腐食） 
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評価対象施設等のうち，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉

塞）及び化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，電気系及び計装制御系

のうち屋外に設置されている以下の施設である。 

ａ．屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水ポンプモータ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプモータ 

 

機械的影響（閉塞）については，残留熱除去系海水ポンプモータ，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ポンプモータ本体は外気と遮断された全閉構造，空気冷却器の冷却管

内径及び冷却流路は降下火砕物粒径以上の幅を設ける構造とすることによ

り，機械的影響（閉塞）により外部事象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下火砕物

によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使用や塗装の

実施等によって，腐食により外部事象防護対象施設の安全機能を損なうこ

とのない設計とする。なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管

理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

（資料－５，参考資料－５，６） 

 

(4) 絶縁低下及び化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，絶縁低下及び化学的影響（腐食）を考慮すべき

施設は，電気系及び計装制御系のうち外気から取り入れた屋内の空気を機

器内に取り込む機構を有する以下の施設である。 

ａ．外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設
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計装制御設備（安全保護系） 

 

当該機器の設置場所は中央制御室換気空調系にて空調管理されており，

本換気空調設備の外気取入口にはバグフィルタを設置していることから，

仮に室内に侵入した場合でも降下火砕物は微量であり，粒径は極めて細か

な粒子である。 

また，本換気空調設備については，外気取入ダンパを閉止し閉回路循環

運転を行うことにより侵入を阻止することも可能である。 

これらフィルタの設置により降下火砕物の侵入に対する高い防護性能を

有すること，また外気取入ダンパの閉止による侵入防止が可能な設計とす

ることにより，降下火砕物の付着に伴う絶縁低下及び化学的影響（腐食）

による影響を防止し，外部事象防護対象施設である計装制御設備（安全保

護系）の安全機能を損なわない設計とする。 

（資料－８） 

 

3.6.3 外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針 

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対して，以下のとおり安全機能を損

なわない設計とする。 

(1) 機械的影響（閉塞） 

評価対象施設等のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による機械

的影響（閉塞）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む空気の流路となる

以下の施設である。 

ａ．降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）機関，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
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ゼル発電機を含む。）吸気フィルタ，換気空調設備（外気取入口），

排気筒，非常用ガス処理系排気配管 

 

各施設の構造上の対応として，ディーゼル発電機吸気フィルタの外気取

入口は開口部を下向きの構造とすることにより，降下火砕物が流路に侵入

しにくい設計とする。 

排気筒は，降下火砕物が侵入した場合でも，排気筒の構造から排気流

路が閉塞しない設計とする。非常用ガス処理系排気配管は，降下火砕物

の侵入防止を目的とする構造物を取り付けることにより，降下火砕物の

影響に対して機能を損なわない設計とする。 

また，外気を取り入れる換気空調設備（外気取入口）及びディーゼル

発電機吸気フィルタにそれぞれフィルタを設置することにより，フィル

タメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，さら

に降下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替又は清掃が可能な構造

とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

ディーゼル発電機機関は，フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕

物が侵入した場合でも，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

（資料－９ １１） 

 

(2) 機械的影響（摩耗） 

評価対象施設等のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による機械

的影響（摩耗）を考慮すべき施設は，外気から取り入れた屋内の空気を機

器内に取り込む機構及び摺動部を有する以下の施設である。 

ａ．外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構及び摺動部を

有する施設 
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非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）機関 

 

降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから，摩耗の影響は小さ

い。 

構造上の対応として，ディーゼル発電機吸気フィルタの開口部を下向き

とすることによりディーゼル発電機機関に降下火砕物が侵入しにくい構造

とする。 

また，仮にディーゼル発電機機関の内部に降下火砕物が侵入した場合で

も耐摩耗性のある材料を使用することで，摩耗により外部事象防護対象施

設であるディーゼル発電機の安全機能を損なわない設計とする。 

外気を取り入れるディーゼル発電機吸気フィルタにフィルタを設置する

ことにより，フィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにく

い設計とし，摩耗により外部事象防護対象施設であるディーゼル発電機の

安全機能を損なわない設計とする。 

（資料－１０） 

 

(3) 化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による化学

的影響（腐食）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む空気の流路となる

以下の施設である。 

ａ．降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）機関，換気空調設備（外気取入口），排気筒，非常用ガス処理系

排気配管 
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金属腐食研究の結果より，降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じな

いが，塗装の実施等によって，腐食により外部事象防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。なお，降灰後の長期的な腐食の影響について

は，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

（資料－９ １１，参考資料－５，６） 

 

(4) 大気汚染（発電所周辺の大気汚染） 

評価対象施設等のうち，大気汚染を考慮すべき中央制御室は，降下火

砕物により汚染された発電所周辺の大気が，中央制御室空調装置の外気

取入口を通じて中央制御室に侵入しないようバグフィルタを設置するこ

とにより，降下火砕物が外気取入口に到達した場合であってもフィルタ

メッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とする。 

また，中央制御室空調装置については，外気取入ダンパの閉止及び閉

回路循環運転を可能とすることにより，中央制御室内への降下火砕物の

侵入を防止する。さらに外気取入遮断時において，酸素濃度及び二酸化

炭素濃度の影響評価を実施し，室内の居住性を確保する設計とする。 

（資料－９） 
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3.7 降下火砕物の除去等の対策 

3.7.1 降下火砕物に対応するための運用管理 

  降下火砕物に備え，手順を整備し，第 3.7.1－1 図のフローのとおり段階的

に対応することとしている。その体制については，地震，津波，火山事象等

の自然災害に対し，保安規定に基づく保安管理体制として整備し，その中で

体制の移行基準，活動内容についても明確にする。なお，多くの火山では，

噴火前に，震源の浅い火山性地震の頻度が急増し，火山性微動の活動が始ま

るため，事前に対策準備が可能である。 

 

 

(1) 通常時の対応 

      ・資機材の配備状況 

(2) 近隣火山に噴火兆候がある場合（噴火警報レベル「レベル４」以上） 

      ・火山情報等の収集 

(3) 気象庁による降灰予報発令時※１ 

（発電所への「やや多量」※２又は「多量」※３の降灰予報発令時） 

・火山注意喚起の実施又は火山非常体制の発令 

・建屋等の開口部閉鎖 

(4) 降下火砕物の降灰が確認された場合 

・状況把握及び巡視点検 

・降下火砕物の侵入防止処置及び除去作業 

 

※１ 降灰予報の情報に係らず，発電所に影響を及ぼす降灰が認められた場合は，状況に応

じた対応を行う。 

※２ 降灰時の厚さ 0.1mm 以上 1.0mm 未満 

※３ 降灰時の厚さ 1.0mm 以上 

第 3.7.1－1 図 降下火砕物に対応するための運用管理フロー 
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(1) 通常時の対応 

火山の噴火事象発生に備え，担当箇所は降下火砕物の除去等に使用する

資機材等（シャベル，ゴーグル及び防護マスク等）については，定期的に

配備状況を確認する。 

 

(2) 近隣火山の噴火兆候がある場合 

   近隣火山で噴火警戒レベル３（注意），４（避難準備）となる引上げが発

表され発電所において災害の発生のおそれがあると判断された場合，担当

箇所は防災管理者の承認を得た上で，監視強化準備体制を発令し，発電所

の保安管理体制下において，火山情報等を把握し，連絡体制を強化（要員

の確認）する。 

 

 (3) 降下火砕物の飛来のおそれがある場合 

   近隣火山で噴火警戒レベル５（避難）が発表され発電所において災害の

発生のおそれがあると判断された場合，防災管理者は監視強化体制を発令

し，発電所の各マネージャーは，発電所の保安管理下において，資機材の

配備状況確認等に必要な要員を招集する。 

   また，取水路前面にオイルフェンスを設置することで，取水路への降下

火砕物の流入量を低減する，とともに屋外機器・建屋等の降下火砕物の除

去のため，発電所内に保管しているスコップ，ほうき，マスク等の資機材

の配備状況の確認を行う。 

(4) 降下火砕物が堆積する状況となった場合 

   降下火砕物が確認され発電所の安全機能を有する設備が損傷等により機

能を失うおそれがある場合，防災管理者は発生事象の災害区分を「警戒事

態」とし，発電所警戒本部を設置する。 
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   発電所警戒本部の指揮の下，発電所及び屋外廻りの監視を強化する。ま

た，屋外機器・建屋等の降下火砕物の除去を行うとともに，換気空調設備

のフィルタを確認し，フィルタの取替，清掃を行う。 

   さらに，降下火砕物により安全機能を有する設備が損傷等により機能を

失った場合，災害区分を「非常事態」に移行し，発電所対策本部を設置し

てその指揮の下，必要な処置を行う。 

 

3.7.2 手順 

  火山に対する防護については，降下火砕物に対する影響評価を行い，安全

施設が安全機能を損なわないように手順を定める。 

 

(1) 発電所内に降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備等に長期間降

下火砕物による荷重を掛け続けないこと，また降下火砕物の付着による腐

食等が生じる状況を緩和するために，評価対象施設等に堆積した降下火砕

物の除去に係る手順を定める。 

 

(2) 降灰が確認された場合には，状況に応じて外気取入ダンパの閉止，換気

空調設備の停止又は閉回路循環運転により，建屋内への降下火砕物の侵入

を防止する手順を定める。 

 

(3) 降灰が確認された場合には，換気空調設備の外気取入口のフィルタにつ

いて，フィルタ差圧又は流量を確認するとともに，状況に応じて清掃や取

替を実施する。 

 

(4) 降灰が確認された場合には，取水路前面にオイルフェンスを設置するこ
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とで，取水路への降下火砕物の流入量を低減する手順を定める。  

 

3.8 降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

  広範囲にわたる送電網の損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外で

の交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，発電用原子炉の停止並びに停

止後の発電用原子炉及び使用済燃料プールの冷却に係る機能を担うために必

要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）及びそれぞれに必要な耐震Ｓクラスの軽油貯蔵タンク 2

基（400kL／基）により継続できる設計とすることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

4. まとめ 

  降下火砕物による直接的影響及び間接的影響のすべての項目について評価

した結果，降下火砕物による直接的及び間接的影響はなく，発電用原子炉施

設の安全機能を損なうことはないことを確認した。 

  降下火砕物の飛来のおそれがある場合は，火山事象対策を行うための体制

を構築し，発電所及び屋外廻りの監視の強化，降下火砕物の除去等を実施す

る。 
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資料－２ 

評価すべき影響の要因と評価手法 

 

降下火砕物による直接的影響の要因については，原子力発電所の構造物への

静的負荷，粒子の衝突，水循環系の閉塞及びその内部における摩耗，換気系，

電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学的影響，並びに原子力発電所周

辺の大気汚染等の影響が挙げられるが，発電所で想定される降下火砕物の条件

を考慮し，第 1 表に示す項目について評価を実施する。 

 

(1) 直接的影響の要因の選定と評価手法 

① 構造物への静的負荷 

評価対象とした建屋構築物，屋外機器について，降下火砕物の静的な

堆積を想定し，許容堆積荷重または許容応力値以下であることを確認す

る。荷重条件として，湿潤状態における降下火砕物に建築基準法の考え

方を参考とした東海村における平均的な積雪荷重を重畳させ，弾性範囲

内とする。なお，構造物の形状により降下火砕物が堆積し難い場合は，

降下火砕物の影響はないと判断する。 

 

② 粒子の衝突 

想定する降下火砕物は微細な粒子である。粒子の衝突による影響につ

いては，「竜巻に対する防護」で評価している設計飛来物（0.04m×0.04m

×0.04m）に包絡されており，衝突により建屋構築物，屋外機器に影響を

与えないことを確認している。したがって，詳細検討は不要とする。 
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  ③ 水循環系の閉塞 

評価対象とした機器について，降下火砕物が内部流体中に混入する可

能性を検討し，可能性のある機器に対し，狭隘部の寸法を明らかにし，

降下火砕物の粒径との関係から流路閉塞の可能性を評価する。 

 

④ 水循環系の内部における摩耗 

評価対象とした機器について，降下火砕物が内部流体中に混入する可

能性を検討し，可能性のある機器に対し，狭隘部の寸法を明らかにし，

接液面との材質等との関係から摩耗の可能性を評価する。 

 

⑤ 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響 

評価対象とした機器について，屋外に連通する開口部の形状等から，

降下火砕物が侵入する可能性とその影響程度について検討する。換気系

のフィルタについては，清掃，取替え可能な構造となっていること，ま

た閉塞の有無を点検できることを確認する。 

さらに，必要に応じて換気系からの給気先への影響についても検討す

る。 

 

⑥ 換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響 

評価対象とした機器について，降下火砕物の付着に伴う腐食により，

その機能に影響がないことを内外面の材質，塗装の有無等によって評価

する。 

 

⑦ 発電所周辺の大気汚染 

汚染された大気が換気空調系を通じて中央制御室に侵入し，居住性を
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阻害することがないか検討する。 

 

⑧ 化学的腐食 

評価対象とした建屋・構築物，屋外機器について，降下火砕物が接触

し，又は降下火砕物から溶出した成分によって腐食等が発生しないこと

を機器表面の材質，塗装の有無等によって評価する。 

 

⑨ 水質汚染（給水の汚染） 

発電所では給水処理装置により水処理した給水を使用しており，降下

火砕物の影響を受ける可能性のある海水及び淡水を直接給水として使用

していない。また，給水は水質管理を行っており，給水の汚染が設備に

影響を与える可能性はない。したがって，詳細検討は不要とする。 

 

⑩ 絶縁低下 

電気系及び計装制御系の盤のうち屋内の空気を取り込む機構を有する

ものについては，影響がないことを評価する。 

 

評価すべき直接的影響の要因については，その内容によりすべての評価対象

施設等に対して評価する必要がない項目もあることから，各評価対象施設等と

評価すべき直接的要因について，第2表のとおり整理し，評価対象施設の特性

を踏まえて必要な評価項目を選定した。 

なお，津波防護施設は「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に

関する審査指針」で規定されているクラス１，クラス２及びクラス３に該当は

しないが，外部事象に対する防護方針について参考資料－１４に示す。 

また，評価対象施設等のうち排気筒モニタについては，放射性気体廃棄物処

70



 

6 条(火山)-1-資料 2-4 

理施設の破損の検出手段として期待している。外部事象を起因として放射性気

体廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事象としての重畳の可

能性を考慮し，排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期間に補修等の対応

を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 
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資料－４ 
建屋構築物に係る影響評価 

 

 降下火砕物による原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋への影

響について，以下のとおり評価する。 

 

 (1) 評価項目及び内容 

  ① 構造物への静的負荷 

    降下火砕物の堆積荷重により原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾

式貯蔵建屋の健全性に影響がないことを評価する。なお，設置許可において

は，MS-1（放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能）及

び MS-2（放射性物質放出の防止機能）の機能を有する原子炉建屋原子炉棟と

建屋自身がクラス 1，2 施設に該当しない建屋のうち，構造的にもスパンが

長く評価結果が厳しくなるタービン建屋を代表として評価概要及び評価結果

を示す。 

また，工事計画認可においては，原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃

料乾式貯蔵建屋について屋根スラブ，主トラス及び二次部材の構造性性能を

確認し，各建屋に求められる機能設計上の性能目標を確保していることを計

算書に示す。 

  ② 構造物への化学的影響（腐食） 

    降下火砕物の構造物への付着や堆積による化学的腐食により，構造物へ影

響がないことを評価する。 

 

 (2) 評価条件 

  ① 降下火砕物条件 
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   ａ．堆積量：50cm 

   ｂ．密度：1.5g／cm３（湿潤状態）  

       0.5(m) × 1,500(kg/m ) × 9.80665(m/s ) = 7,355(N/m ) 
  ② 積雪条件 

   ａ．堆積量：10.5cm（建築基準法の考え方を参考とした東海村における平均

的な積雪量） 

   ｂ．単位荷重：堆積量 1cm ごとに 20N／m２（建築基準法より） 10.5(cm) × 20(N/m /cm) = 210(N/m ) 
  ③ 固定荷重 

   ａ．原子炉建屋原子炉棟：5,364N／m２ 

   ｂ．タービン建屋：4,669N／m２ 

④ 積載荷重 

「建築構造設計規準の資料（国土交通省 平成27年版）」における「屋上

（通常人が使用しない場合）」の床版計算用積載荷重における980N／m２を包

絡するように，除灰時の人員荷重として1,000N／m２とする。 

 

(3) 評価結果 

① 構造物への静的負荷 

ａ．評価対象部位の選定 

  以下の理由から各建屋の屋根スラブと主トラスを評価対象部位として選

定する。 

(a) 主要な部位のうち，梁間方向に配されている主トラスと，屋根スラ

ブが主体構造として，降下火砕物の鉛直方向に対して抵抗してい

る。 

(b) 原子炉建屋原子炉棟の屋根スラブは MS-1（放射性物質の閉じ込め機
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能，放射線の遮蔽及び放出低減機能）及び MS-2（放射性物質放出の

防止機能）の安全機能を担保しているため 

 

ｂ．許容限界の設定 

(a) 原子炉建屋原子炉棟 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
部位 機能維持のための考え方 許容限界 

－ 
構造強度を 

有すること 

屋根 

スラブ 
部材に生じる応力が構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

終局耐力に対し妥当な

安全裕度を有する許容

限界※１ 

主 

トラス 

終局耐力に対し妥当な

安全裕度を有する許容

限界※２ 

気密性 

換気性能とあいま

って気密機能を維

持すること 

屋根 

スラブ 

部材に生じる応力が気密性

を維持するための許容限界

を超えないことを確認 

短期許容応力度※３ 

遮蔽性 

遮蔽生体の損傷に

より遮蔽機能を損

なわないこと 

屋根 

スラブ 

部材に生じる応力が遮蔽性

を維持するための許容限界

を超えないことを確認 

短期許容応力度※３ 

※1 構造強度に対しては，「終局耐力に対し妥当な安全裕度を有する許容限界」が許容限界とな

るが，気密性，遮蔽性において「短期許容応力度」を許容限界としていることから，「短期

許容応力度」で評価 

※2 弾性限耐力として「S 規準」の短期許容応力度の評価式に平成 12 年建設省告示第 2464 号

に基づき F 値×1.1 を適用 

※3 「RC 規準」の短期許容応力度で評価 

 

(b) タービン建屋 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
部位 機能維持のための考え方 許容限界 

－ 
構造強度を 

有すること 

屋根 

スラブ 
落下しないことを確認※１ 終局耐力※３ 

主 

トラス 

崩壊機構が形成されないこ

とを確認 

崩壊機構が形成されな

いこと 

※1 屋根スラブの落下により，内包するクラス 2 設備を損傷させる可能性があることから，機
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能維持のために落下しないことを確認 

※2 機能に対しては終局耐力が許容限界となるが，「RC 規準」の短期許容応力度で評価 

ｃ．評価方法 

(a) 屋根スラブ 

「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会）」（以下

RC 規準という。）に基づき，評価対象部位に生じる曲げモーメント

及び面外せん断応力度が，許容限界を超えないことを確認する。 

(b) 主トラス 

「鋼構造設計規準－許容応力度設計法（日本建学会）」（S 規準とい

う。）に基づき，評価対象部位に生じる軸力及び曲げモーメント

が，許容限界を超えないことを確認する。 

 

ｄ．評価結果 

降下火砕物の堆積荷重に対して，各建屋の許容限界を超えることはな

い。評価結果を第 1 表 第 7 表に示す。なお，一部の部材について座屈耐

力で評価したタービン建屋については，工事計画認可において荷重増分解

析を実施し，改めて屋根部が崩壊しないことを確認する。 

 

第 1 表 原子炉建屋原子炉棟 屋根スラブ（曲げモーメント）評価結果 

（検定：短期許容応力度） 

部位 

設計配筋量 

（mm２） 

発生曲げモーメ 

ント（kN・m） 

必要鉄筋量 

（mm２） 
検定比 

端部 中央 端部 中央 端部 中央 端部 中央 

EL 64.08 

（S1-1） 
705.6 705.6 5.17 2.59 323.1 161.6 0.46 0.23 

EL 64.08 

（S1-2） 
705.6 705.6 3.52 1.98 220.2 123.9 0.32 0.18 

 

 

 

 

 

78



6 条(火山)-1-資料 4-5 
 

 

 

第 2 表 原子炉建屋原子炉棟 屋根スラブ（せん断力）評価結果 

（検定：短期許容応力度） 

部位 
発生せん断力 

（KN） 

せん断応力度 

（N／mm２） 
検定比 

EL 64.08 

（S1-1） 
13.67 0.295 0.28 

EL 64.08 

（S1-2） 
9.21 0.199 0.19 

 

第 3 表 原子炉建屋原子炉棟 主トラス評価結果（検定：弾性限耐力） 

部材 発生応力
応力度  

(N／mm2) 

許容値  

(N／mm2) 
検定値 

上弦材 

（H-400×400×13×21）

(圧縮) 112.7 257.3 

0.60 

(曲げ) 40.3 255.4 

下弦材 

（H-400×400×13×21）

(圧縮) 157.6 258.5 

0.79 

(曲げ) 44.9 195.9 

斜材 

（2Ls-150×150×15） 
(引張) 207.8 258.5 0.81 

束材 

（2Ls-150×150×15） 
(圧縮) 152.0 158.2 0.97 

 

第 4 表 タービン建屋 屋根スラブ（曲げモーメント）評価結果 

（検定：短期許容応力度） 

部位 

設計配筋量 

（mm２） 

発生曲げモーメ 

ント（kN・m） 

必要鉄筋量 

（mm２） 
検定比 

端部 中央 端部 中央 端部 中央 端部 中央 

EL 40.65 635.0 635.0 7.36 4.14 460.0 258.7 0.73 0.41 

 

第 5 表 タービン建屋 屋根スラブ（せん断力）評価結果 

（検定：短期許容応力度） 

部位 
発生せん断力 

（KN） 

せん断応力度 

（N／mm２） 
検定比 

EL 40.65 17.69 0.381 0.36 
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第 6 表 タービン建屋 主トラス評価結果（検定：弾性限耐力） 

部材 発生応力
応力度 

 (N／mm2) 

許容値 

 (N／mm2) 
検定値 

上弦材 

（H-428×407×20×35）

(圧縮) 179.9 250.0 

0.96 

(曲げ) 59.9 258.0 

下弦材 

（H-428×407×20×35）

(圧縮) 55.2 152.0 

1.04※１ 

(曲げ) 162.1 241.0 

斜材 

（2Ls-200×200×20） 
(引張) 201.7 258.0 0.70 

束材 

（2Ls-200×200×15） 
(圧縮) 184.7 184.7 0.88 

※1 検定値を超過した下弦材は，終局耐力に対して評価を行う。 

 

第 7 表 タービン建屋 主トラス評価結果（検定：終局耐力） 

部材 発生応力
応力度 

 (N／mm2) 

許容値 

 (N／mm2) 
検定値 

下弦材 

（H-428×407×20×35）

(圧縮) 55.2 152.0 

0.94 

(曲げ) 162.1 241.0 

 

 

評価の詳細は，参考資料－１２「原子炉建屋の健全性評価について」及び参

考資料－１３「タービン建屋の健全性評価について」を参照。 
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② 構造物への化学的影響（腐食） 

    原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は外壁塗装及び屋

上防水がなされていることから，降下火砕物による化学的腐食により短期的

に影響を及ぼすことはない。 

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下

火砕物を除去し，除去後の点検等において，必要に応じて補修作業を実施す

る。 

 

(4) 個別評価から除外した直接的影響の要因 

  個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を第 8 表に示す。 

 

第 8 表 個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由 

直接的影響の要因 理由 

水循環系の閉塞 水循環系の機能と直接関連がない 

水循環系の内部における摩擦 水循環系の機能と直接関連がない 

換気系，電気系及び計装制御系に対する

機械的影響 

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

御系の機能と直接関連がない 

換気系，電気系及び計装制御系に対する

化学的影響 

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

御系の機能と直接関連がない 

発電所の大気汚染 中央制御室の居住性と直接関連がない 

絶縁低下 絶縁低下と直接関連がない 
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参考資料－１７ 

気中降下火砕物対策に係る検討について 

 

 平成２９年１１月２９日の第５２回原子力規制委員会に諮られた，

火山影響等発生時の体制整備等に係る措置に関する実用発電用原子炉

の設置，運転等に関する規則（以下「実用炉規則」という。）の一部改

正案については，保安規定認可までに対応を図る。 

 現在の対応状況を以下に示す。 

 

第 1 表 実用炉規則の一部改正案に関する対応状況 

条項 規則（案） 対応状況 

第 84 条の 2

第 5 項  

－ 火山影響等発生時における発

電用原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な次

に掲げる事項を定め，これを

要員に守らせること 

－ 

イ 火山影響等発生時における非

常用交流動力電源設備の機能

を維持するための対策に関す

ること 

気中降下火砕物濃度の環境下

において，非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）が

機能維持できるように，各デ

ィーゼル発電機の吸気フィル

タに運転継続しながら取替可

能となる着脱式の改良型フィ

ルタを設置する方針。 

ロ イに掲げるもののほか，火山

影響等発生時における代替電

源設備その他の炉心を冷却す

るために必要な設備の機能を

維持するための対策に関する

こと 

除灰等の運用によって，必要

な代替電源設備の機能維持を

図る方針。 

ハ ロに掲げるもののほか，火山

影響等発生時に交流動力電源

が喪失した場合における炉心

の著しい損傷を防止するため

の対策に関すること 

電源を必要としない注水手段

を確保する方針。（原子炉隔離

時冷却系ポンプを活用する案

を検討） 
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 「実用炉規則第 84 条の 2 第 5 項イ」の対応としての着脱式改良型

フィルタについては，第 1 図のような構造が考えられる。 

 今後，気中降下火砕物濃度の環境下において，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の機能を維持

するために最適な構造を検討し，保安規定認可までに対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 着脱式改良型フィルタ例（スカート型構造） 

（降下火砕物の影響評価に関する検討チーム 第 3 回会合資料より） 
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